
1．現況森林面積（平成17年～平成27年）

都 道 府 県

森 林 整 備
法 人
(林業公社・
造 林 公 社 )

市 区 町 村 財 産 区

平 成 17 年 26,764 - 1,625 95 789 268 2,747 14,258 46,546

平 成 22 年 26,530 - 1,627 85 832 263 2,688 14,087 46,112

平 成 27 年 26,923 1 1,687 917 - 263 2,655 14,088 46,534

(注) ①現況森林面積とは、調査日現在の森林面積で、森林計画樹立時の森林面積（森林計画による森林面積）から現時点までの森林移動を加減した面積に加え、

　更に、森林計画以外の森林面積を加えた面積をいう。

②林野庁以外の官庁とは、林野庁以外の国の機関が所管している面積をいう。

③独立行政法人等とは、特殊法人、独立行政法人及び国立大学法人が所管する面積をいう。

④都道府県とは、都道府県が所管する面積をいう。なお、水道局などの企業局が所管するものや都道府県立学校林なども含む。

⑤市区町村とは、市区町村が所管する面積をいう。なお、市区町村組合の所管するものや市区町村が造林主体の分収林も含む。

⑥財産区とは、地方自治法に規定する財産区の面積をいう。なお、財産区が生産森林組合に変わっている場合は私有に該当する。
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